
  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡふくおか八女 

詳しくは、ローンセンター（本店 営業推進課）または各支店窓口までお問い合わせください。 
ＪＡふくおか八女ローンセンター TEL.０１２０－６４４－６０２ 

ネットバンクご登録 
＋ 

➊or➋のいずれか１項目に該当する場合上記金利から 
▲０．２％金利軽減いたします。  

➊カードローンご契約   ➋教育ローン（極度型）ご契約 

お子様の入学金、授業料、学費、 
アパート家賃等の教育に関する資金 
にお使いいただけます。 

 金利適用期間 
令和６年４月１日～ 
令和７年３月３１日 

インターネット事前審査は 
こちらから！ 



 

 

                  
 
 

※本資金の詳しい条件などについては、ＪＡ窓口にお問い合わせください。 
※審査の結果によりお客様のご希望に添えない場合がございます。 
 
 

ご利用いただける方 

○当ＪＡの管内に居住、または勤務をされている方。 
○お借入時の年齢が１８歳以上で、最終返済時年齢が７６歳未満の方。 
○前年度税込年収が１５０万円以上の方。 
○農業以外の自営業者の方は、営業年数が２年以上ある方。 
○給与者の方は勤続が３ヶ月以上、嘱託・契約・派遣社員の方は勤続年数が１年以上ある方。 
○自営業者の場合は、過去２年間の所得が１５０万円以上の方。 
○教育施設（「国の教育ローン」の対象校に準ずる。）に就学予定または就学中の子弟を有する方。 
○当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方。 
※組合員加入が必要です。 

お使いみち 

就学子弟にかかる次の資金が対象になります。 

○入学金  ○授業料・学費  ○生活資金（下宿代・食費等） 

※授業料・学費及び生活資金は、1学年中に必要とする資金になります。 

○借換資金（現在他金融機関からお借入中の教育ローンの借換） 

ご融資金額 
○１，０００万円以内（１万円単位、所要金額の範囲内） 

※嘱託・契約・派遣社員の方は３００万円以内 

ご融資期間 
○在学期間を含め最長１５年（在学期間＋9 年）以内とします。 
※嘱託・契約・派遣社員の方は、７年以内（据置期間１ヶ月以内） 
※借換資金は、現在他金融機関等から借入中の資金の残存期間の範囲内となります。 

ご返済方法 
○元利均等毎月返済およびボーナス併用返済 
＊ボーナス返済分の返済合計元金はお借入金額の 50％を限度とします。 

保証人・担保 ○原則として不要です。ただし、保証機関（福岡県農業信用基金協会）の保証が必要です。 

保証料 
○保証機関の保証料が別途かかります。 
 ・福岡県農業信用基金協会 ０．９０％ （ＪＡ住宅ローン利用者は▲0.1％） 

必要書類 

福岡県農業信用基金協会の場合 
○運転免許証 ○健康保険証 
○住民票 ※申込者および就学（予定）子弟の続柄の記載があるもの 
     ※健康保険証や源泉徴収票で扶養が確認できる場合は不要です。 
○合格通知書（または在学証明書、学生証の写し） 
○所得証明書 
 ・給与者の方…源泉徴収票または所得証明書 
 ・自営業者の方…確定申告書（内訳付のもの）２年分 
         税務署発行 納税証明書（その１・２）２年分 
○資金使途確認書類 
 ・納付通知書 
 ・領収書等（払込 1 ヶ月以内のもの） 
 ・その他教育資金であることが確認できる書類 
 ・借換の場合…借換対象資金の返済予定表（資金使途が教育ローンと確認できるもの） 

借換対象資金の返済用預金通帳 
        借換対象資金の早期完済金額の案内等（返済手数料および元金が確定 
        できるもの） 
 
※その他必要書類の提出を求める場合がございます。詳しくはＪＡ窓口へお尋ねください。 

Ｊ Ａ 教 育 ロ ー ン 申 込 概 要 

福 岡 県 農 業 信 用 基 金 協 会 型 


